
新型コロナウイルス感染症の影響により、
次の要件を満たす世帯は、
保険料が減免となります。

【保険料の減免の対象となる世帯】

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、
又は重篤な傷病を負った世帯

⇒ 保険料の全額を免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収
入が減少※1した世帯

⇒ 保険料の全額または一部を減額

※1保険料が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和４年の収入のいずれか

が、令和３年に比べて10分の3以上減少していること
（２）令和３年の所得の合計額が1,000万円以下であること
（３）収入減少した種類の所得以外の令和３年の所得の合計額が400万円以下である

こと

注：申請にあたっては、収入を証明する書類等が必要となります（裏面参照）。
令和３年の所得が0円以下の場合は収入減少による減免はできません。

伊勢市国民健康保険の被保険者の皆様へ

合計所得金額に応じた減免割合（D）

300万円以下の場合 ：全部(10分の10)
400万円以下の場合 ：10分の8
550万円以下の場合 ：10分の6
750万円以下の場合 ：10分の4
1,000万円以下の場合：10分の2

減免対象保険料額（A×B/C）

A:世帯の被保険者全員について算定した
保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少した収入
にかかる令和３年の所得額

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員
の令和３年の合計所得金額

○保険料の減免額は、減免対象保険料額（A×B/C）に

減免割合（D）を乗じた金額※2です。

※2主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和３年の合計所得金額にかかわらず、
減免対象保険料（A×B/C）の全部を免除。

○減免額の対象となる保険料 令和４年度分

申請方法等につきましては、裏面をご覧ください。

令和４年度分



ご不明な点は、下記担当までお問い合わせ下さい。

伊勢市医療保険課 国民健康保険料係

電話：0596-21-5551 メールアドレス：kokuho@city.ise.mie.jp

ホームページにも関連情報を掲載しております。
HP: www.city.ise.mie.jp（「国民健康保険料の減免」で検索）

①主たる生計維持者が
死亡又は重篤な傷病
を負った世帯

□減免申請書
【添付書類】（重篤な傷病を負ったとわかる書類）
・診断書、医師の意見書 等

②主たる生計維持者の
収入が減少した世帯

□減免申請書
□収入申告書
【添付書類】（収入が減少したことがわかる書類）
・収入申告書
・令和４年と令和３年の収入がわかる書類
（確定申告書控え、収支内訳書、決算書、源泉徴収票等）
・収入の減少に対して各種給付金、保険金、損害賠償等に
より補填された場合は、その金額がわかる書類
（振込通知書、損害保険等契約書、補てん金支払い
証明書 等）

・廃業や失業の場合は、事業等の廃止や失業をしたことが
わかる書類
（廃業等届出書、離職票、雇用保険受給資格者証、
事業主の証明書 等）

申請に必要な書類等（添付書類は写し可）

※必要書類の不備や確認事項の連絡が取れない場合は、書類等を一旦返却させていただきま
すので、ご了承ください。

※お問い合わせは、医療保険課に限らせていただきます。各総合支所、各支所では窓口対応
していません。

※保険料の減免を受けた場合であって、事後に申請理由及び申立内容に虚偽があることが判
明したときは、伊勢市国民健康保険条例第34条の規定に基づき減免した金額の５倍に相当
する金額以下の過料が科せられます。

申請方法

• 上記必要書類等を医療保険課国民健康保険料係に持参していただくか、郵送して
ください。

※郵送先：〒516-8601 伊勢市岩渕1丁目7番29号

伊勢市役所医療保険課国民健康保険料係

ご留意ください

• 主たる生計維持者が給与収入のみで、非自発的失業による軽減制度の対象となる世帯は、
減免の対象となりません。（非自発的失業者の保険料軽減制度が優先されます。）

• 収入が3割以上減少する見込みでも、令和３年の所得が0円の場合は減免の対象となりま
せん。

• 多くの方から申請をいただいた場合、減免決定まで時間がかかることが予想されますの
で、ご了承ください。

• 減免決定までの間は、お手元の減免前の納入通知書で納付いただきますようお願いしま
す。納期限内に納付がない場合は督促状が送付されますので、ご了承ください。

• 減免が決定しましたら、変更の納入通知書をお送りします。既に納付いただいた国民健
康保険料が減免され過納となる場合は後日還付いたしますので、ご了承ください。


